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参画と協働のまちづくりに向けて 
白 岡 町 自 治 基 本 条 例 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地域社会が抱える「課題の解決」や、「まちづくり」を地域

の実情に応じ、きめ細やかに進めるためには、町民・議会・行

政がともに力を合わせて、共通の目標に向かって活動する【協

働】が必要です。 

  そのために、白岡町では、平成２３年１０月１日に「白岡町

自治基本条例」を施行いたしました。この条例は、みんなで「課

題の解決」や「まちづくり」を進めるために、できること、や

ってもらいたいことなど、その基本的なルールを定めているも

のです。 

  「自分たちのまちは自分たちで創る」を合言葉に、みんなで

白岡町のまちづくりを進めていきましょう。 

 

 

白 岡 町 



 

   

   

 

Ｑ 自治基本条例って何？ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ｑ 自治基本条例って必要？ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ｑ まちづくりって何？ 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

白岡町がどのように「まちづくり」を

進めていくかを示したもの、つまり、白

岡町におけるまちづくりのルールを定

めたものが「自治基本条例」です。 

 自分たちの地域のことを自分たちで

考え、そして自分たちで決定するよう

に、住民参画、協働のあり方など、白岡

町のこれからの「まちづくり」の規範と

なります。 

少子高齢化社会への対応や、農家の後継

者不足など、白岡町はこれから数々の課

題に直面いたします。白岡町がより発展

していくには、町民、議会、行政がこれ

らの課題に協働して取り組むことが求

められます。 

 そのため、町民みなさんや、議会、行

政の役割など「まちづくり」のルールを

定める必要があります。 

町民、議会・議員、行政（町長・職員）

が行う、より暮らしやすい地域社会を築

くためのすべての公共的な活動をいい

ます。 

 道路や公園をつくるようなインフラ

整備だけでなく、ごみ拾いなど地域で行

う美化活動も「まちづくり」です。 
 

 



１ 条例の目的と基本的な考え方 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 町 民 
 

 「町民」とは、白岡町に暮らすすべての人や企業・団体をいいます。（第２条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ・町内に在住の方 

・町内に在勤の方 

・町内に在学する方 

・町内で事業を営む方又は法人 

・町内で活動する方又は法人 

皆さん「町民」です。

 

   

この条例の目的を「安全安心で暮らしやすい

地域社会の実現を図ること」としています。 

これは、町民、議会、行政が、協働（それぞ

れの役割及び責任を担い、信頼及び合意の基に

連携又は協力すること。）して、「誰もが個人と

して尊重され、安全安心で暮らしやすい地域社

会（白岡町）の実現を目指す」ものです。 

また、この条例を町の最高規範として位置づ

けることで、今後の白岡町の計画、条例、など

のあらゆる施策の基本となる性格をもってい

ます。（前文・第１条～第３条） 

 



３ まちづくりの仕組み（町民、議会・議員、行政の役割） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

町民 
（白岡町に暮らすすべて

の人や企業・団体） 

議会・議員 行政 

（町長・職員）

町民も、議会・議員も、

行政も、みんなでまちづ

くりを進めます 

○町政運営を監視 

○議会の積極的な情報提供 

○政治倫理の確立、説明責任 

（第６条・第７条） 

○参画と協働による行政運

営 

○町政の基本方針を提示、健

全な財政運営の確保 

○危機管理体制の確立、透明

で公正な行政運営 

（第８条～第１４条） 

○町民は自治の主体者で

あり、自らの意思で積極

的にまちづくりに参画す

るよう努めます。 

（第４条・第５条） 

 

子ども 

○町民、議会及び行政は、次世代を担うこどもが様々

な学習及び経験を重ねて心豊かに成長し、個性及び能

力を十分に発揮できるようなまちづくりに努めます。

また、子どもの成長段階に応じ、まちづくりに参画

することを促進します。（第１８条）  



 ４ 町政運営の基本原則 
 
① 参画 
 参画とは、「町民が町政に主体的にかか 

わること」をいいます。 

安全安心で暮らしやすい地域社会をつく    

るためには、町政に対して提案したり、話 

し合いに加わるなど、町民が町政に主体的 

にまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

② 協働 
 協働とは、「町民、議会・議員、町長・職 

員が、それぞれの役割と責任を担い、信頼 

と合意の基に連携し、協力すること」をいい 

ます。 

 町民、議会・議員、町長・職員それぞれが、 

お互いを尊重し、協力してまちづくりに取り 

組みます。 

 

 

 

 

③ 情報の公開・提供・共有 
 安全安心で暮らしやすい地域社会をつくる 

ためには、町民、議会・議員、町長・職員で 

協働することが必要ですが、まず、町民と情 

報の共有が必要です。 

議会・議員、町長・職員は、町政情報を積 

極的に提供することによって、町民の関心が 

高まり、ひいては、まちづくりの活動が活発 

になることが期待されます。 

  

 

 

 

 

 

 

○町民は、議会及び行政の保有する情報を知る権利を有する。（第４条）

○議会及び行政は、町民に対し説明責任を果たし、町政への参画を促進す

るため、町政情報を公開するとともに、町民と情報の共有を図るため、町

政情報の積極的な提供に努めるものとする。（第１７条） 

○町民、議会及び行政は、協働によるまちづくりを推進するものとする。（第１５

条） 

○町民は、まちづくりに参画する権利を有する。（第４条） 

○町民は、まちづくりに主体的に参画するよう努めるものとする。（第５条）

○町民の参画に関し必要な事項は、別に条例で定める。（第１５条） 

 

  

 

 



 

住民投票 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  検証 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○白岡町自治基本条例 

平成23年6月23日 

条例第6号 

目次 

前文 

第1章 総則(第1条―第3条) 

第2章 町民(第4条・第5条) 

第3章 議会(第6条・第7条) 

第4章 行政(第8条―第14条) 

第5章 参画及び協働(第15条) 

第6章 地域活動及び地域自治組織(第16条) 

第7章 情報の公開、提供及び共有(第17条) 

第8章 次世代(第18条) 

第9章 住民投票(第19条) 

第10章 検証等(第20条・第21条) 

第11章 補則(第22条) 

附則 

 

 

 

町長は、町政の重要事項について、町内に住所を

有する方や議会から請求があったとき、また町長

自らが住民の意思確認が必要と判断したときは住

民投票を実施することとするものです。 

 なお、投票者の資格や実施要件などについては、

別に条例で定めます。（第１９条） 

町長は、４年を超えない期間ごとに、

この条例に規定する自治のあり方を、

町民の参画する組織を設置し、検証し

なければならない。 

（第２０条） 

 



白岡町では、美しい自然環境のもと、先人たちにより数々の歴史や文化が築かれ、

豊かな人間関係を育むまちづくりが展開されてきた。私たちは、それらの地域の特

質を発展させ、次世代に引き継ぐ責務がある。 

白岡町では、地方自治の発展を目指し、広く町民が公共を担う地域社会の構築、

地域課題解決に向けたコミュニティの醸成、少子高齢化社会への対応、地域の特質

を生かした農業振興、これからのまちづくりのための商業工業の発展など、数々の

課題に町民、議会、行政が協働して取り組んでいる。 

私たちは、自ら学び自らを向上させながら互いを認め尊重し、自分たちの手でま

ちづくりを推進していく必要がある。そして、町民主体の自治を推進するため、町

政における町民の参画と協働の原則を定め、町民、議会、行政がそれぞれの役割と

責任を担うことにより、安全安心で暮らしやすい地域社会を実現していかなければ

ならない。 

私たちは、こうした考え方に基づき、ここに白岡町の最高規範として白岡町自治

基本条例を制定する。 

 

第1章 総則 

(目的) 

第1条 この条例は、白岡町における自治の理念を定めるとともに、町政に関する

町民の権利及び責務、議会及び行政の責務等を明らかにすることにより、安全安

心で暮らしやすい地域社会の実現を図ることを目的とする。 

 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 町民 町内に在住し、在勤し、又は在学する者及び町内で事業を営むもの又

は活動するものをいう。 

(2) 行政 町長その他の執行機関をいう。 

(3) まちづくり 町民、議会及び行政が行う、より暮らしやすい地域社会を築く

ためのすべての公共的な活動をいう。 

(4) 協働 町民、議会及び行政が、それぞれの役割及び責任を担い、信頼及び合

意の基に連携し、及び協力することをいう。 

(5) 地域自治組織 地域単位で活動している組織、ボランティア団体その他の町

内で自治的な活動をしている組織をいう。 

 

(理念) 

第3条 町民、議会及び行政は、白岡町の自然環境、文化及び伝統を礎にして、誰

もが個人として尊重され、安全安心で暮らしやすい地域社会を、自らの意思及び

責任において協働して実現することを目指すものとする。 

 

第2章 町民 

(町民の権利) 

第4条 町民は、まちづくりに参画する権利を有する。 

2 町民は、議会及び行政の保有する情報を知る権利を有する。 



3 町民は、まちづくりに関し、自ら考え主体的に行動するために必要な事項を学

習する権利を有する。 

 

(町民の責務) 

第5条 町民は、まちづくりに主体的に参画するよう努めるものとする。 

2 町民は、まちづくりに参画するときは、互いに意見を尊重し合い、責任ある行

動をするものとする。 

 

第3章 議会 

(議会の責務) 

第6条 議会は、白岡町の意思決定機関として、この条例の理念にのっとり、住民

福祉の向上を目指し、政策の提言及び条例の立案に努めるものとする。 

2 議会は、町民の意思を的確に反映した行政運営が行われているか、行政の監視

に努めるものとする。 

3 議会は、町民に対し、審議経過及び結果を分かりやすく情報提供するなど、開

かれた議会運営に努めるものとする。 

 

(議員の責務) 

第7条 議員は、町民の信頼にこたえるため、政治倫理の確立に努めるとともに、

公正かつ誠実に職務を遂行するものとする。 

2 議員は、町民に対し、自らの議員活動の情報提供に努めるものとする。 

 

第4章 行政 

(行政の責務) 

第8条 行政は、町民の信頼にこたえるため、この条例の理念にのっとり、参画及

び協働による行政運営に努めるものとする。 

2 行政は、町民の意向を的確に把握し、町民のニーズにこたえた行政運営を行い、

住民福祉の向上に努めるものとする。 

3 行政は、透明で開かれた町民主体の行政運営に努めるものとする。 

 

(町長の責務) 

第9条 町長は、町政に関する基本方針を定め、誠実に取り組むとともに、その結

果を町民に公表するよう努めるものとする。 

2 町長は、白岡町の統轄代表者として職員を適正に指揮監督し、公平かつ公正に

職務を執行しなければならない。 

3 町長は、中長期的な展望に立ち、限りある財源を効率的に活用し、健全な財政

運営に努めなければならない。 

 

(職員の責務) 

第10条 職員は、全体の奉仕者であるとともに、自らが町民であることを自覚し、

まちづくりに必要な能力の開発及び向上を図り、誠実かつ効率的に職務を遂行し

なければならない。 

 

(行政組織) 



第11条 行政は、その補助組織を、町民にとって分かりやすく、効率的かつ機能的

なものとし、社会情勢の変化に応じて、迅速に見直すよう努めるものとする。 

 

(危機管理体制) 

第12条 行政は、災害等の緊急事態から町民の生命及び財産を守るため、総合的な

危機管理体制の確立に努めなければならない。 

 

(国及び他の地方公共団体との連携等) 

第13条 行政は、広域的な課題の解決又は行政運営の効率化を図るため、国及び他

の地方公共団体と連携し、及び協力するよう努めなければならない。 

 

(行政手続) 

第14条 行政は、町民の権利利益を保護するため、処分、行政指導及び届出に関す

る手続に関し、公正を確保するとともに透明性の向上に努めなければならない。 

 

第5章 参画及び協働 

(参画及び協働) 

第15条 町民、議会及び行政は、協働によるまちづくりを推進するものとする。 

2 行政は、まちづくりに関する町民の提案等の把握に努めるとともに、町民から

提案等があったときは、当該提案等を尊重するものとする。 

3 行政は、まちづくりの重要な計画等の策定又は改廃に当たり、町民の意見を聴

くとともに、意見が提出されたときは、考え方を公表するものとする。 

4 行政は、町民の意見を町政に反映させるため、幅広い町民の参画に努めるもの

とする。 

5 前項に規定する町民の参画に関し必要な事項は、別に条例で定める。 

 

第6章 地域活動及び地域自治組織 

(地域活動及び地域自治組織) 

第16条 町民は、各種の地域活動を通じて、地域の課題解決及び活性化に努めるも

のとする。 

2 議会及び行政は、まちづくりにおける地域自治組織の役割を重視し、その活動

の支援に努めるものとする。 

 

第7章 情報の公開、提供及び共有 

(情報の公開、提供及び共有) 

第17条 議会及び行政は、町民に対し説明責任を果たし、町政への参画を促進する

ため、町政情報を公開するとともに、町民と情報の共有を図るため、町政情報の

積極的な提供に努めるものとする。 

2 地域自治組織は、組織運営の透明性を向上させ、その活動への参画を促進する

ため、活動情報の提供に努めるものとする。 

3 議会、行政及び地域自治組織が、前2項に規定する情報の公開又は提供を行うと

きは、個人の権利利益を保護するため、個人情報を適正に取り扱うものとする。 

 



第8章 次世代 

(次世代) 

第18条 町民、議会及び行政は、次世代を担うこどもが様々な学習及び経験を重ね

て心豊かに成長し、個性及び能力を十分に発揮できるようなまちづくりに努める

ものとする。 

2 町民、議会及び行政は、次世代のまちづくりの主役となるこどもが、それぞれ

の成長段階に応じ、まちづくりに参画することを促進するものとする。 

 

第9章 住民投票 

(住民投票) 

第19条 町長は、町政に関する重要事項について、町内に住所を有する者若しくは

議会から請求があったとき又は住民の意思を確認する必要があると判断したとき

は、住民投票を実施するものとする。 

2 前項の住民投票の実施を請求する場合の要件、投票することができる者の資格

その他住民投票の実施に関し必要な事項は、別に条例で定める。 

 

第10章 検証等 

(検証) 

第20条 町長は、この条例の施行後4年を超えない期間ごとに、この条例に規定す

る自治のあり方を、町民の参画する組織を設置し、検証しなければならない。 

 

(改正又は廃止) 

第21条 議会及び町長は、この条例を改正し、又は廃止しようとするときは、この

条例の理念を尊重して行うものとする。 

 

第11章 補則 

(委任) 

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第9章の規定は、平成

25年10月1日までの間において規則で定める日から施行する。 

以下略 

 

 

 お問い合わせ 

白岡町秘書広聴課地域自治推進室 
〒349-0292 

埼玉県南埼玉郡白岡町大字千駄野４３２番地 

電話 ０４８０（９２）１１１１ 

Ｅ－ｍａｉｌ hisyokou@town.shiraoka.jg.jp 


